
１． はじめに

国土交通省では，平成１６年１２月から新設の舗装

工事（一部）を対象として，ユニットプライス型

積算方式（以下「本方式」という）の試行導入が

開始された。

その後平成１７年度末から道路改良工事と築堤・

護岸工事の一部が，４月からはすべての新設の舗

装工事が本方式を試行導入する予定である。

試行の拡大に伴い新たな「ユニットプライス型

積算基準〔試行用〕」（以下「積算基準」という）

と「ユニットプライス規定集」（以下「規定集」

という）が刊行される。

これら基準類では，昨年発刊した※積算基準や

規定集に，道路改良と築堤・護岸に関する内容が

追加しただけではなく，これまでの試行を踏まえ

て一部の記載の見直しを行っている。

本稿は，本年４月に刊行される積算基準と規定

集の追加・変更された内容や，それぞれの構成等

について紹介するものである。

※詳細は建設マネジメント技術２００５年３月号「ユニット

プライス型積算基準の解説」参照。

２． ユニットプライス型積算基準

! ユニットプライス型積算基準の構成

積算基準の目次構成は，図―１のとおりとなっ
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図―１ 積算基準の目次構成
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図―２ 第!編 第２章 工事費の積算（抜粋）

図―４ 第"編 第１章 共通条件（抜粋!）

図―５ 第"編 第１章 共通条件（抜粋"）

ている。追加・変更がある章については，太字・

斜体で表している。

以下では積算基準において追加・変更された主

要なポイントを抜粋し，紹介する。

# 工事費の積算（第!編 第２章）

道路改良と築堤・護岸に関する内容を追加する

とともに，舗装についても見直しを行った（図―

２）。

$ 設計変更（第!編 第７章）

設計変更の際に使用するユニットプライスの扱

いについては従前と変更はないが，表現を分かり

やすく再整理して記載した（図―３）。

% 共通条件（第"編 第１章）

直接工事費（ユニット）が適用できる範囲を追

記し，より明確化した（図―４）。

無償貸付機械を使用する場合等の積算方法につ

いては，現時点では標準的なユニットプライスの

設定ができない。このような場合の積算方法につ

いて図―５のとおり記載した。

& ユニット（第#編）

第"編のユニットでは個々のユニット区分につ

いて適用範囲，費用内訳および積算条件等を図―

６のように記載している。各項目の詳細は以下の

とおりである。

! 適用範囲

各ユニット区分の適用できる範囲と適用できな

い範囲について記載している。

図―３ 第!編 第７章 設計変更（抜粋）
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図―７ 規定集の目次構成

! 費用内訳

各ユニット区分の費用に関する内訳を記載して

いる。費用内訳は合意事項でもあるため，規定集

と統一した記載となっている。

" 積算条件

１） ユニットプライスが設定されている場合

収集データからユニットプライスが設定さ

れているユニット区分については，積算条件

が記載されている。積算担当者は新土木工事

積算システムにおいて，該当する積算条件を

選択するだけで，必要なユニットプライスが

設定できる。なお，積算条件とは単価を設定

するための条件であり，規定集に記載されて

いる設計変更の対象となるプライス条件の他

に，施工者の任意にかかわる条件も含まれて

いる。

２） ユニットプライスが設定されてない場合

ユニットプライスが設定されていないユニ

ット区分では「土木工事標準積算基準書によ

る。」との記載があり，土木工事標準積算基

準書から直接工事費を算出して，必要な間接

工事費（一部）を乗じることによって，ユニ

ットプライスを設定することになる。

# その他

各ユニット区分を積算する際，参照すべき他の

ユニット区分等を記載している。

３． ユニットプライス規定集

規定集は，工事数量総括表に記載される各ユニ

ット区分の契約内容を規定したものである。規定

集を契約図書に位置付けたことにより，受発注者

間での契約内容に対する共通認識が図られ，設計

変更協議が円滑化することが期待される。

! 規定集の構成

規定集は，共通事項を規定した「ユニットプラ

イス規定集について」および各ユニット区分の契

約内容を規定した「ユニット区分の規定」の２編

から構成される（図―７）。

「ユニットプライス規定集について」において

は，規定集の適用をはじめ，本方式に係わる用語

図―６ 第!編 ユニットの記載例「積込（ルーズ）」
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の定義，各ユニット区分の共通事項を規定してい

る。

「ユニット区分の規定」では，ユニットを直接

工事費（ユニット）（舗装，道路改良および築堤・

護岸の３編から構成），間接工事費（ユニット）

および一般管理費等に区分し，各ユニット区分の

契約内容となる契約単位，費用内訳等を規定して

いる。

! 各ユニット区分の規定事項および事例

各ユニット区分の規定事項は以下のとおりであ

る。

! ユニット区分

ユニット区分は，受発注者間において契約した

総価を構成する基本区分（工事数量総括表の各項

目）であり，原則として工事目的物単位ごとに設

定している。

" 契約単位

契約単位は，各ユニット区分における工事数量

総括表上の単位をいう。

# プライス条件・区分

プライス条件・区分は，単価収集データの分析

を経て設定したユニットプライスの条件・区分で

あり，契約事項である。設計変更時では，この条

件・区分の変更が必要となる場合に限り，発注者

と請負者で合意したユニットプライスを変更する

ことになる。

$ 費用内訳

費用内訳は，ユニットプライスに含まれるすべ

ての費用に関する内容であり，「新土木工事積算

大系用語定義集」および「土木工事標準積算基準

書」に基づき，価格に含む費用と含まない費用を

規定している。

費用内訳に関する受発注者間の共通認識が図ら

れていることが，各ユニット区分の単価合意の際

の重要な前提事項となる。そのため，費用内訳の

記載に当たっては，受発注者間で齟齬が生じない

よう，特に，契約上誤解を招きやすい部分につい

ては，明確になるよう配慮している。

図―８に，道路改良編における「重力式擁壁」

の一例を示す。

４． おわりに

ユニットプライス型積算方式は，工事目的物単

位でユニットを区分していることや，直接工事費

とそれに連動する間接工事費を「直接工事費（ユ

ニット）」として一つに括っているなど，現行の

積み上げ型積算方式と異なる部分が多い。従って

基準類の作成に当たっては，誰もが戸惑うことな

く，ユニットプライス型積算が実施できるように

心がけてきたところである。

基準類については今後の試行を通じて，積算担

当者や受注者を始め，各方面から意見をいただ

き，引き続き改善を加えていきたいと考えてい

る。

※ユニットプライス型積算方式に関する資料は，国土技

術政策総合研究所ホームページ「http : //www.nilim.

go.jp/lab/pbg/index.htm」に掲載しています。

図―８ 規定集の記載例「重力式擁壁」
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